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別
添
２ 
預
金
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
十
一
号
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

（
保
険
料
の
額
の
端
数
計
算
等
） 

第
三
十
四
条 

法
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
法
第
百
二
十
二
条
第
三
項
の
月

数
は
、
暦
に
従
つ
て
計
算
し
、
一
月
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
一
月
と
す
る
。 

２ 

法
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
二
条
第
二
項
（
法
第
百
二
十
二
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
法
第
百
二
十
二
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
保
険
料
、
延
滞
金
又
は
負
担
金
の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に
千
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

法
第
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
の
額
の
計
算
に
つ
き
同
項
に
定
め
る
年
当
た
り
の
割
合

は
、
閏
年
の
日
を
含
む
期
間
に
つ
い
て
も
、
三
百
六
十
五
日
当
た
り
の
割
合
と
す
る
。 

（
保
険
料
の
額
の
端
数
計
算
等
） 

第
三
十
四
条 

法
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
法
第
百
二
十
二
条
第
三
項
の
月

数
は
、
暦
に
従
つ
て
計
算
し
、
一
月
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
一
月
と
す
る
。 

２ 

法
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
二
条
第
二
項
（
法
第
百
二
十
二
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
法
第
百
二
十
二
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
保
険
料
、
延
滞
金
又
は
負
担
金
の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に
十
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

法
第
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
の
額
の
計
算
に
つ
き
同
項
に
定
め
る
年
当
た
り
の
割
合

は
、
閏
年
の
日
を
含
む
期
間
に
つ
い
て
も
、
三
百
六
十
五
日
当
た
り
の
割
合
と
す
る
。 

 

（
金
融
機
関
の
解
散
等
の
場
合
等
に
お
け
る
保
険
料
の
取
扱
い
） 

第
三
十
五
条 

金
融
機
関
が
保
険
料
を
納
付
し
た
後
に
解
散
等
（
解
散
、
営
業
の
全
部
の
譲
渡
又
は
分
割

（
営
業
の
全
部
を
他
の
金
融
機
関
が
承
継
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
又
は
金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
六

号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
転
換
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
険
料
の
額
に
つ
き
過
納
を

生
じ
た
と
き
は
、
当
該
金
融
機
関
は
、
そ
の
解
散
等
又
は
転
換
の
日
後
一
月
以
内
に
、
機
構
に
対
し
、

機
構
の
定
め
る
書
類
を
提
出
し
て
、
当
該
過
納
に
係
る
保
険
料
の
額
に
相
当
す
る
金
銭
の
還
付
を
請
求

す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

機
構
は
、
前
項
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
同
項
の
金
銭
を
還
付
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
求
が
解
散
等
を
行
つ
た
金
融
機
関
又
は
同
項
の
転
換
を
行
つ
た
金
融
機

関
に
係
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
解
散
等
後
の
存
続
金
融
機
関
等
（
当
該
解
散
等
に
係
る
合
併
後

存
続
す
る
金
融
機
関
、
当
該
解
散
等
に
係
る
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
金
融
機
関
、
当
該
解
散
等
に
係

る
譲
渡
に
お
い
て
営
業
を
譲
り
受
け
た
金
融
機
関
又
は
当
該
解
散
等
に
係
る
分
割
に
お
い
て
営
業
の
全

部
を
承
継
し
た
金
融
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
当
該
転
換
後
の

金
融
機
関
に
つ
き
次
項
又
は
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
保
険
料
が
あ
る
と
き
は

、
当
該
還
付
に
代
え
て
、
そ
の
還
付
に
係
る
金
銭
を
そ
の
保
険
料
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

存
続
金
融
機
関
等
は
、
当
該
存
続
金
融
機
関
等
に
係
る
解
散
等
の
日
か
ら
三
月
以
内
に
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
金
額
を
合
計
し
た
額
の
保
険
料
を
機
構
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
解

散
等
の
日
か
ら
当
該
日
を
含
む
営
業
年
度
（
信
用
金
庫
等
に
あ
つ
て
は
、
事
業
年
度
。
以
下
こ
の
項
及

び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
末
日
ま
で
の
期
間
内
の
月
数
が
六
月
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

該
保
険
料
の
金
額
の
う
ち
当
該
月
数
を
六
月
と
し
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
い
て
は
、

当
該
存
続
金
融
機
関
等
の
当
該
解
散
等
の
日
を
含
む
営
業
年
度
の
末
日
の
三
月
前
の
日
ま
で
に
納
付
す

（
金
融
機
関
の
解
散
の
場
合
等
に
お
け
る
保
険
料
の
取
扱
い
） 

第
三
十
五
条 

金
融
機
関
が
保
険
料
を
納
付
し
た
後
に
解
散
又
は
金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
転
換
を
行
つ
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
保
険
料
の
額
に
つ
き
過
納
を
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
金
融
機
関
は
、
そ
の
解
散
又
は
転
換
の

日
後
一
月
以
内
に
、
機
構
に
対
し
、
機
構
の
定
め
る
書
類
を
提
出
し
て
、
当
該
過
納
に
係
る
保
険
料
の

額
に
相
当
す
る
金
銭
の
還
付
を
請
求
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

２ 

機
構
は
、
前
項
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
同
項
の
金
銭
を
還
付
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
求
が
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
金
融
機
関
又
は
同
項
の
転
換
を
行
つ
た
金

融
機
関
に
係
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
合
併
後
存
続
す
る
金
融
機
関
（
次
項
に
お
い
て
「
存
続
金

融
機
関
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
当
該
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
金
融
機
関
（
次
項
に
お
い
て
「
新
設

金
融
機
関
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
転
換
後
の
金
融
機
関
に
つ
き
次
項
又
は
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
保
険
料
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
還
付
に
代
え
て
、
そ
の
還
付
に
係
る
金
銭
を
そ

の
保
険
料
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３ 

金
融
機
関
が
他
の
金
融
機
関
と
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
存
続
金
融
機
関
又
は
新
設
金
融
機
関
は

、
当
該
合
併
後
三
月
以
内
に
、
当
該
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
金
融
機
関
が
当
該
合
併
の
日
を
含
む
営
業

年
度
（
信
用
金
庫
等
に
あ
つ
て
は
、
事
業
年
度
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
納
付
す

べ
き
保
険
料
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
次
の
各
号
に
掲
げ
る
預
金
等
の
額
の
合
計
額
を
平
均
し
た

額
を
十
二
で
除
し
、
こ
れ
に
当
該
合
併
の
日
か
ら
存
続
金
融
機
関
又
は
新
設
金
融
機
関
の
当
該
合
併
の

日
を
含
む
営
業
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
内
の
月
数
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
、
当
該
各
号
に
定
め



 

2

る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 
当
該
解
散
等
を
行
つ
た
金
融
機
関
が
当
該
解
散
等
の
日
を
含
む
営
業
年
度
に
お
い
て
納
付
す
べ
き

保
険
料
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
一
般
預
金
等
の
額
の
合
計
額
を
平
均
し
た
額
（
当
該
存
続
金

融
機
関
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
平
均
し
た
額
を
そ
れ
ぞ
れ
の
存
続
金
融
機
関
等

が
譲
り
受
け
、
又
は
承
継
し
た
一
般
預
金
等
の
額
の
割
合
に
応
じ
て
按
分
し
た
額
）
を
十
二
で
除
し

、
こ
れ
に
当
該
解
散
等
の
日
か
ら
当
該
存
続
金
融
機
関
等
の
当
該
解
散
等
の
日
を
含
む
営
業
年
度
の

末
日
ま
で
の
期
間
内
の
月
数
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
、
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保

険
料
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額 

二 

当
該
解
散
等
を
行
つ
た
金
融
機
関
が
当
該
解
散
等
の
日
を
含
む
営
業
年
度
に
お
い
て
納
付
す
べ
き

保
険
料
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
決
済
用
預
金
の
額
の
合
計
額
を
平
均
し
た
額
（
当
該
存
続
金

融
機
関
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
平
均
し
た
額
を
そ
れ
ぞ
れ
の
存
続
金
融
機
関
等

が
譲
り
受
け
、
又
は
承
継
し
た
決
済
用
預
金
の
額
の
割
合
に
応
じ
て
按
分
し
た
額
）
を
十
二
で
除
し

、
こ
れ
に
当
該
解
散
等
の
日
か
ら
当
該
存
続
金
融
機
関
等
の
当
該
解
散
等
の
日
を
含
む
営
業
年
度
の

末
日
ま
で
の
期
間
内
の
月
数
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額 

４ 

前
項
の
月
数
は
、
暦
に
従
つ
て
計
算
し
、
一
月
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

る
も
の
と
す
る
。 

 

る
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
合
計
し
た
額
の
保
険
料
を
、
機
構
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
月
数
が
六
月
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
保
険
料
の
金
額
の
う
ち
当
該
月
数
を

六
月
と
し
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
存
続
金
融
機
関
又
は
新
設
金
融
機
関
の

当
該
合
併
の
日
を
含
む
営
業
年
度
の
末
日
の
三
月
前
の
日
ま
で
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

一
般
預
金
等 

法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
料
率 

二 

決
済
用
預
金 

法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
率 

         

４ 

前
項
の
月
数
は
、
暦
に
従
つ
て
計
算
し
、
一
月
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

る
も
の
と
す
る
。 

（
解
散
等
の
翌
年
度
に
お
け
る
保
険
料
の
取
扱
い
） 

第
三
十
六
条 

存
続
金
融
機
関
等
は
、
当
該
存
続
金
融
機
関
等
に
係
る
解
散
等
（
当
該
解
散
等
が
新
設
合

併
（
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
金
融
機
関
が
あ
る
合
併
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も

の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
つ
た
日
を
含
む
営
業
年
度
の
翌
営
業

年
度
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
翌
営
業
年
度
」
と
い
う
。
）
の
開
始
後
三
月
以
内
に
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
金
額
を
合
計
し
た
額
の
保
険
料
を
機
構
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
保
険

料
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
翌
営
業
年
度
開
始
の
日
以
後
六
月
を
経
過
し
た

日
か
ら
三
月
以
内
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

イ
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額 

イ 

当
該
存
続
金
融
機
関
等
の
当
該
解
散
等
が
あ
つ
た
日
を
含
む
営
業
年
度
の
各
日
に
お
け
る
一
般
預

金
等
の
額
の
合
計
額
に
当
該
解
散
等
を
行
つ
た
金
融
機
関
の
当
該
各
日
（
当
該
解
散
等
の
日
の
翌
日

か
ら
当
該
営
業
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
の
各
日
を
除
く
。
）
に
お
け
る
一
般
預
金
等
の
合
計
額
（
存

続
金
融
機
関
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
一
般
預
金
等
の
合
計
額
を
そ
れ
ぞ
れ
の
存

続
金
融
機
関
等
が
譲
り
受
け
、
又
は
承
継
し
た
一
般
預
金
等
の
額
の
割
合
に
応
じ
て
按
分
し
た
額
）

を
加
え
た
額
を
平
均
し
た
額
を
十
二
で
除
し
、
こ
れ
に
翌
営
業
年
度
の
月
数
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金

額
に
、
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
料
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額 

 

（
新
設
） 



 

3

ロ 

法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
存
続
金
融
機
関
等
が
翌
営
業
年
度
に
納
付
す
る
保
険
料

の
額 

二 

イ
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額 

イ 

当
該
存
続
金
融
機
関
等
の
当
該
解
散
等
が
あ
つ
た
日
を
含
む
営
業
年
度
の
各
日
に
お
け
る
決
済

用
預
金
の
額
の
合
計
額
に
当
該
解
散
等
を
行
つ
た
金
融
機
関
の
当
該
各
日
（
当
該
解
散
等
の
日
の

翌
日
か
ら
当
該
営
業
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
の
各
日
を
除
く
。
）
に
お
け
る
決
済
用
預
金
の
合
計

額
（
存
続
金
融
機
関
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
決
済
用
預
金
の
合
計
額
を
そ
れ

ぞ
れ
の
存
続
金
融
機
関
等
が
譲
り
受
け
、
又
は
承
継
し
た
決
済
用
預
金
の
額
の
割
合
に
応
じ
て
按

分
し
た
額
）
を
加
え
た
額
を
平
均
し
た
額
を
十
二
で
除
し
、
こ
れ
に
翌
営
業
年
度
の
月
数
を
乗
じ

て
計
算
し
た
金
額
に
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額 

ロ 

法
五
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
存
続
金
融
機
関
等
が
翌
営
業
年
度
に
納
付
す
る
保
険

料
の
額 

２ 

存
続
金
融
機
関
等
は
、
当
該
存
続
金
融
機
関
等
に
係
る
新
設
合
併
が
あ
つ
た
日
を
含
む
営
業
年
度
の

翌
営
業
年
度
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
翌
営
業
年
度
」
と
い
う
。
）
の
開
始
後
三
月
以
内
に
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
計
し
た
額
の
保
険
料
を
機
構
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

該
保
険
料
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
翌
営
業
年
度
開
始
の
日
以
後
六
月
を
経

過
し
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

イ
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額 

イ 

当
該
新
設
合
併
が
あ
つ
た
日
を
含
む
営
業
年
度
の
各
日
に
お
け
る
一
般
預
金
等
の
額
の
合
計
額

（
当
該
新
設
合
併
の
日
ま
で
に
つ
い
て
は
、
当
該
新
設
合
併
を
行
つ
た
各
金
融
機
関
の
当
該
各
日

に
お
け
る
一
般
預
金
等
の
合
計
額
を
合
算
し
た
額
）
を
平
均
し
た
額
を
十
二
で
除
し
、
こ
れ
に
翌

営
業
年
度
の
月
数
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
、
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
料
率

を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額 

ロ 

法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
存
続
金
融
機
関
等
が
翌
営
業
年
度
に
納
付
す
る
保
険
料

の
額 

二 

イ
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額 

イ 

当
該
新
設
合
併
が
あ
つ
た
日
を
含
む
営
業
年
度
の
各
日
に
お
け
る
決
済
用
預
金
の
額
の
合
計
額

（
当
該
新
設
合
併
の
日
ま
で
に
つ
い
て
は
、
当
該
新
設
合
併
を
行
つ
た
各
金
融
機
関
の
当
該
各
日

に
お
け
る
決
済
用
預
金
の
合
計
額
を
合
算
し
た
額
）
を
平
均
し
た
額
を
十
二
で
除
し
、
こ
れ
に
翌

営
業
年
度
の
月
数
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
率
を

乗
じ
て
計
算
し
た
金
額 

ロ 

法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
存
続
金
融
機
関
等
が
翌
営
業
年
度
に
納
付
す
る
保

険
料
の
額 

 

（
概
算
払
額
等
の
端
数
計
算
） 

（
概
算
払
額
等
の
端
数
計
算
） 
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第
三
十
七
条 

（
略
） 

 

第
三
十
六
条 

（
略
） 

 

（
都
道
府
県
知
事
へ
の
通
知
） 

第
三
十
八
条 

(
略)

 

２ 

（
略
） 

 

（
都
道
府
県
知
事
へ
の
通
知
） 

第
三
十
七
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
金
融
庁
長
官
へ
委
任
さ
れ
る
権
限
か
ら
除
か
れ
る
権
限
） 

第
三
十
九
条 

（
略
） 

 

（
金
融
庁
長
官
へ
委
任
さ
れ
る
権
限
か
ら
除
か
れ
る
権
限
） 

第
三
十
八
条 

（
略
） 

 

（
財
務
局
長
等
へ
の
権
限
の
委
任
） 

第
四
十
条 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

 

（
財
務
局
長
等
へ
の
権
限
の
委
任
） 

第
三
十
九
条 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

 

 
 

 
 

 


